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令和４年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

農山漁村課

令和４年度公共事業再評価諮問箇所一覧表

No. 事業名
事業箇所
（地区名）

事業年度
（上段：前回）
（下段：今回）

進捗率
（上段：前回）
（下段：今回）

対応方針

１
県営ｸﾘｰｸ防災機能保全
対策事業

神埼市
西部

－
Ｈ２５～Ｒ７

－
８９.７％ 継続

２
県営ｸﾘｰｸ防災機能保全
対策事業

神埼市
東部

－
Ｈ２５～Ｒ６

－
８９.４％ 継続

３
県営ｸﾘｰｸ防災機能保全
対策事業

大詫間
Ｈ２４～Ｒ５
Ｈ２４～Ｒ６

８９.２％
９１.４％ 継続

４

５

６

７
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県営ｸﾘｰｸ防災機能保全対策事業のＢ/Ｃの考え方
○総便益（Ｂ）： 当該事業及び関連事業によってもたらされる総便益額

【便益の詳細】
○作物生産効果

農地や水利条件が改良または維持されることに伴って、その受益地域内で発生するとみな
される作物生産の量的増減を捉える効果。

○営農経費節減効果
現況の営農技術体系や経営規模等が変化することに伴って、作物生産に要する費用（労働

費、機械経費等）の増減を捉える効果。
○維持管理費節減効果

事業を実施した場合と実施しなかった場合を比較し、施設の維持管理に要する経費の増減
を捉える効果。

○災害防止効果
施設の新設又は更新により、洪水、土砂流出等の災害の発生に伴う農業関係資産、一般資

産及び公共資産の被害が防止又は軽減される効果。
○国産農産物安定供給効果

農地や水利条件が改良または維持されることに伴って、その受益地域内で維持・向上すると
みなされる国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果。

○総費用（Ｃ）： 当該事業及び関連事業の建設事業費＋事業期間及び供用開始後の４０年間に
要する維持管理費によってもたらされる総便益額

○費用便益比： 総便益（Ｂ）／総費用（Ｃ）
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  様式イ 

 

令和４年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 （課名：農山漁村課） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

 神埼市西部地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 25 年度から実施している。 

事業の進捗は、令和３年度末で 90％となっており、営農や通

行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事業

の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【便 益】（Ｂ）          １３０，６２０百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果         １４，２６５百万円 

  ○営農経費節減効果      ３，４７８百万円 

  ○維持管理費節減効果    △３，８４４百万円 

  ○災害防止効果    １１５，０３６百万円  

○国産農産物安定供給効果 １，６８５百万円 

  

【費 用】（Ｃ）           ４０，９９６百万円  

   

費用便益比（Ｂ/Ｃ）  

１３０，６２０／４０，９９６ ≒  ３．２  

 

備  考  
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様式１  

令和４年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 
費用対効果 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
 

 

県営クリーク防
災機能保全対策

事業  
  
神埼市西部地区 

  
事業主体：県  
  

事業地：神埼市  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

本地区のクリークは、

農業用水を貯留・送水す

る機能のほか、大雨時は

洪水を一時的に貯留し、

周辺地域の湛水被害を軽

減する洪水調節機能な

ど、多面的機能を有して

いる。 
しかし、クリーク（土水

路）は経年変化や水位変

動により法面の浸食・崩

壊が進行し、水路内に土

砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路

の通行が危険な状態であ

るとともに、洪水調節機

能の低下により湛水被害

が発生している状況であ

る。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸

食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復すること
で湛水被害を防止し、併

せて農作業や道路通行が
安全安心に行えるように
することを目的とする。 

 

○本事業 
事業費  ：5,842百万円 

工期   ：H25～R7(13年) 
受益面積：1239.3ha 
事業量     

・農業用用排水路工 
（木柵工） 
          L=72,628m 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

令和3年度末進捗率：90％ 
（事業費ベース）  

  
（年平均進捗率：10％）  
 

 
 
 

 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成25年）の

1241.8haから農地転用に
より現在は1239.3haへ減
少している。 

 
 

B/C＝3.2  
  

B/Cは1.0を上回
っている。 
 

 
 
 

 

（コスト縮減） 
 

・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土

処分）は最小限に
とどめる。 
 

・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐

材の有効活用を図
る。 
 

 
（代替案の検討）  
・特になし 

事業採択後、 
10年間経過 

 
 
 

 
 
 

 
 

継続  
 （理由） 

当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営

事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので

あることから事
業を継続した
い。 
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令和４年度公共事業評価監視委員会
再評価地区

県営クリーク防災機能保全対策事業

神埼市西部地区

事業採択後、１０年間経過

かんざきしせいぶ

県営クリーク防災機能保全対策事業
神埼市西部地区

県営クリーク防災機能保全対策事業
神埼市西部地区

神埼市西部地区 位置図
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背景と目的①
クリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、大雨時は洪水を

一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減する洪水調節機能など、
多面的機能を有している。

ほ場整備等により造成されたクリーク（土水路）

佐賀平野の河川や有明海は、
潮位の影響が大きく、排水
が可能となる干潮まで、ク
リークでの一時的な貯留
（洪水調節）により地域の
湛水被害を軽減

背景と目的②
【現状】
多くのクリーク（土水路）は、経年変化や水位変動に

より、法面の崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積。

【課題】
・営農作業や隣接道路の通行が危険な状態
・貯水・送水機能及び洪水調節機能が低下
（機能低下による危険性の高まり）

【事業の目的】
水位変動に耐えうる護岸整備により、クリークの機能

回復を図り、営農等の安全性と周辺地域の安全安心
な生活を確保

波力の作用

風

水田

水
路

水位変動の繰り返し

水田

水
路

大雨時の湛水状況

崩壊した土が堆積
（＝貯留容量の減）

↓
常時、水位を高く管理

法面崩壊のメカニズム

水田

水路

法面の崩落状況
（トラクターの転落）

法面の浸食、崩落状況
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事業地区の概要
•地 区 名 ： 神埼市西部地区

•所 在 地 ： 神埼市神埼町、千代田町

•工 期 ： 平成２５年度～令和７年度

•事 業 費 ： 5,842,000千円（工雑・事務費抜き）

•受益面積： 1,239.3ha

•受益者数： 710戸

•事業内容： クリーク法面の護岸（木柵工） L=72,628m

堆積土の浚渫

事業の進捗状況

令和３年度まで 令和４年度 令和５年度以降

事業費（億円） 52.4 0.8（2.3） 5.2

進捗率（％） 89.7 91.0 100.0

（ ）は国補正でR3までの内数

城原川

至：伊賀屋駅

至：神埼駅

【整備前】 【整備後】

実施状況

令和3年度まで

令和4年度

令和5年度以降

受益地界

国営整備路線

凡 例

県産杉材利用

【湛水状況】
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【整備後】

関連事業(国営筑後川下流右岸地区)

【国営と県営の区分イメージ】

社会経済情勢等の変化

・受益面積は、農地転用により減少
【事業採択時】1241.8ha ➡ 【現在】1239.3ha
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費用対効果

総便益（Ｂ）１３０,６２０百万円
総費用（Ｃ） ４０,９９６百万円

≒ ３.２

費用便益比

B/Cは1.0を上回っている。

○総便益（Ｂ）：事業を行うことによって発現する効果額
（内訳）

○作物生産効果
○営農経費節減効果
○維持管理費節減効果
○災害防止効果
○国産農産物安定供給効果

○総費用（Ｃ）：当該事業及び関連事業の建設事業費＋
事業期間及び ４０年間に要する維持管理費

コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）
・掘削土は盛土として流用し、現場外への搬出

（残土処分）は最小限にとどめる。

・木柵工による護岸整備を採用することで、県内
間伐材の有効活用を図る。

（代替案の検討）
特になし
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対応方針
・神埼市西部地区は、クリークの護岸整備により、湛水被害の
防止、営農作業や隣接する道路の通行の安全性の向上を図る事
業である。
・費用対効果についても、B/C1.0以上(B/C=3.2)が確保されて
いる事業である。
・事業進捗率は事業費ベースで約90％［約52億円/約58億円］
（令和３年度末）となっている。
・地元土地改良区も早期の完了を望まれており、今後の円滑な
事業実施が可能である。
・よって、当該事業の完成に向けて、事業を継続したい。
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  様式イ 

令和４年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

 神埼市東部地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 25 年度から実施している。 

事業の進捗は、令和３年度末で 89％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）           ９８，１６３百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          ８，３０３百万円 

  ○営農経費節減効果      ２，２５２百万円 

  ○維持管理費節減効果    △２，３８４百万円 

  ○災害防止効果     ８８，８９０百万円  

○国産農産物安定供給効果 １，１０２百万円 

  

【総費用】（Ｃ）           ３６，７０６百万円  

   

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

９８，１６３／３６，７０６ ≒  ２．７  

 

備  考  
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様式１  

令和４年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

 

番号 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 
費用対効果 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 
備考 

 
 

 

県営クリーク防
災機能保全対策

事業  
  
神埼市東部地区  

  
事業主体：県  
  

事業地：神埼市  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

本地区のクリークは、

農業用水を貯留・送水す

る機能のほか、大雨時は

洪水を一時的に貯留し、

周辺地域の湛水被害を

軽減する洪水調節機能

など、多面的機能を有し

ている。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位

変 動 に よ り 法 面 の 浸

食・崩壊が進行し、水路

内に土砂が堆積してい

る状況であり、農作業や

隣接道路の通行が危険

な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下に

より湛水被害が発生し

ている状況である。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸

食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復するこ
とで湛水被害を防止し、

併せて農作業や道路通
行が安全安心に行える
ようにすることを目的

とする。 
 

○本事業 
事業費  ：2,933.9百万円 

工期   ：H25～R6(12年) 
受益面積：792.7ha 
事業量     

・農業用用排水路工 
（木柵工） 
          L=41,357m 

 
 
 

 

令和3年度末進捗率：89％ 
（事業費ベース）  

  
（年平均進捗率：10％） 
 

 
 
 

 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成25年）の805.3ha

から農地転用により現在
は792.7haへ減少してい
る。 

 
 

B/C＝2.7  
  

B/Cは1.0を上回
っている。。 
 

 
 
 

 
 

（コスト縮減） 
 

・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土

処分）は最小限に
とどめる。 
 

・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐

材の有効活用を図
る。 
 

 
（代替案の検討） 
・特になし 

 
 

事業採択後、 
10年間経過 

 
 
 

 
 
 

継続  
 （理由） 

当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営

事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので

あることから事
業を継続した
い。 
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令和４年度公共事業評価監視委員会
再評価地区

県営クリーク防災機能保全対策事業

神埼市東部地区

事業採択後、１０年間経過

かんざきしとうぶ

県営クリーク防災機能保全対策事業
神埼市東部地区

県営クリーク防災機能保全対策事業
神埼市東部地区

神埼市東部地区 位置図
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背景と目的①
クリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、大雨時は洪水を

一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減する洪水調節機能など、
多面的機能を有している。

ほ場整備等により造成されたクリーク（土水路）

佐賀平野の河川や有明海は、
潮位の影響が大きく、排水
が可能となる干潮まで、ク
リークでの一時的な貯留
（洪水調節）により地域の
湛水被害を軽減

背景と目的②
【現状】
多くのクリーク（土水路）は、経年変化や水位変動に

より、法面の崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積。

【課題】
・営農作業や隣接道路の通行が危険な状態
・貯水・送水機能及び洪水調節機能が低下
（機能低下による危険性の高まり）

【事業の目的】
水位変動に耐えうる護岸整備により、クリークの機能

回復を図り、営農等の安全性と周辺地域の安全安心
な生活を確保

波力の作用

風

水田

水
路

水位変動の繰り返し

水田

水
路

大雨時の湛水状況

崩壊した土が堆積
（＝貯留容量の減）

↓
常時、水位を高く管理

法面崩壊のメカニズム

水田

水路

法面の崩落状況
（トラクターの転落）

法面の浸食、崩落状況
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事業地区の概要
•地 区 名 ： 神埼市東部地区

•所 在 地 ： 神埼市神埼町、千代田町

•工 期 ： 平成２５年度～令和６年度

•事 業 費 ： 2,933,900千円（工雑・事務費抜き）

•受益面積： 792.7ha

•受益者数： 524戸

•事業内容： クリーク法面の護岸（木柵工） L=41,357m

堆積土の浚渫

事業の進捗状況

令和３年度まで 令和４年度 令和５年度以降

事業費（億円） 26.2 0.7(1.7) 2.4

進捗率（％） 89.4 91.7 100.0

（ ）は国補正でR3までの内数

実施状況

【整備後】

県産杉材利用

【湛水状況】

【標準断面図】

【整備前】

令和3年度まで

令和4年度

令和5年度以降

受益地界

国営整備路線

凡 例
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【整備後】

関連事業(国営筑後川下流右岸地区)
【国営と県営の区分イメージ】

社会経済情勢等の変化

・受益面積は、農地転用により減少
【事業採択時】805.3ha ➡ 【現在】792.7ha
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費用対効果

総便益（Ｂ）９８，１６３百万円
総費用（Ｃ）３６，７０６百万円

≒２.７

費用便益比

B/Cは1.0を上回っている。

○総便益（Ｂ）：事業を行うことによって発現する効果額
（内訳）

○作物生産効果
○営農経費節減効果
○維持管理費節減効果
○災害防止効果
○国産農産物安定供給効果

○総費用（Ｃ）：当該事業及び関連事業の建設事業費＋
事業期間及び ４０年間に要する維持管理費

コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）
・掘削土は盛土として流用し、現場外への搬出

（残土処分）は最小限にとどめる。

・木柵工による護岸整備を採用することで、県内
間伐材の有効活用を図る。

（代替案の検討）
特になし
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対応方針
・神埼市東部地区は、クリークの護岸整備により、湛水被害の
防止、営農作業や隣接する道路の通行の安全性の向上を図る事
業である。
・費用対効果についても、B/C1.0以上(B/C=2.7)が確保されて
いる事業である。
・事業進捗率は事業費ベースで約89％［約26億円/約29億円］
（令和３年度末）となっている。
・地元土地改良区も早期の完了を望まれており、今後の円滑な
事業実施が可能である。
・よって、当該事業の完成に向けて、事業を継続したい。
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  様式イ 

令和４年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

 大詫間地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度から実施している。 

事業の進捗は、令和３年度末で 91％となっており、営農や通

行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事業

の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）          ２２，３３１百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          ４，５７９百万円 

 ○営農経費節減効果        ７７０百万円 

  ○維持管理費節減効果      △８４０百万円 

 ○災害防止効果     １７，２４１百万円 

  ○国産農産物安定供給効果   ５８１百万円 

 【総費用】（Ｃ）           １５，９２５百万円  

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

２２，３３１／１５，９２５ ≒  １．４ 

備  考  
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様式２  

令和４年度再評価対象箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過する前に、工期延長または事業費増額の変更を行う事業） 

（対象：令和３年度再評価実施箇所） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 
費用対効果 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 
 

 

Ｒ３ 
再評価 

時点 
 
 

県営クリーク防
災機能保全対策

事業 
 
大詫間地区 

 
事業主体：県 
 

事業地：佐賀市
川副町 
 

 

本地区のクリークは、農
業用水を貯留･送水する機

能のほか大雨時は洪水を
一時的に貯留し、周辺の
湛水被害を軽減する洪水

調節機能など多面的機能
を有している。 
 しかし、クリーク(土水

路)は経年変化や水位変動
により法面の浸食･崩壊が
進行し、水路内に土砂が

堆積している状況であ
り、農作業や隣接道路の
通行が危険な状態である

とともに、洪水調節機能
の低下により湛水被害が
発生している状況であ

る。 
 このため、当事業によ
り護岸整備(県産木材によ

る木柵工)を行い、浸食･
崩壊を防止し、一時貯留
機能を回復することで湛

水被害を防止し、併せて
農作業や道路通行が安全
安心に行えるようにする

ことを目的とする。 
 
 

 
 
 

 
 
 

○本事業 
事業費 ：1,749.2百万

円 
工期   ：H24～R5(12
年) 

受益面積：471.0ha 
事業量     
・用排水路工(護岸(木

柵工)、浚渫) 
          L=24,448m 
 

 
 

令和２年度末進捗率：
89％ 

（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：

10％） 
 
 

・受益面積は、事業採択時
（平成24年）の471.2haから農

地転用により現在は471.0haへ
減少している。 
 

 
 

B/C＝1.4  
  

費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 

 
 
 

（コスト縮減） 
  

・浚渫土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出(残土

処分)は最小限に
とどめる。 
・木柵工による護

岸整備を採用する
ことで、県内間伐
材の有効活用を図

る。 
 
（代替案の検討）  

・特になし 
 

事業採択後、 
10年間経過 

 
 

継続  
 （理由） 

当初から事
業の必要性は
変わっておら

ず、国営事業
と一体となっ
て事業効果も

変わらず発現
するものであ
ることから事

業を継続した
い。 
 

 
 

現時点 

 
 

 

 
 

○本事業 

事業費 ：1,808.7百万
円 
工期   ：H24～R6(13

年) 
受益面積：471.0ha 
事業量     

・用排水路工(護岸(木
柵工)、浚渫) 
          L=24,448m 

 
 
 

令和３年度末進捗率：

91％ 
（事業費ベース）  
  

（年平均進捗率：
9％） 
 

 
 

・受益面積は、再評価時（令

和３年）の471.0haから変更し
ていない。 
 

 
 
 

B/C＝1.4 

  
B/Cは1.0を上回
っている。 

 
 
 

（コスト縮減） 

  
・浚渫土は盛土と
して流用し、現場

外への搬出(残土
処分)は最小限に
とどめる。 

・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐

材の有効活用を図
る。 
 

（代替案の検討）  
・特になし 

前回再評価時よ

り工期延長及び
事業費増額のた
め再評価 

継続  

 （理由） 
当初から事

業の必要性は

変わっておら
ず、国営事業
と一体となっ

て事業効果も
変わらず発現
するものであ

ることから事
業を継続した
い。 

 

理由等 
 
 

 
 
 

（事業費・工期） 
・水路内の土砂堆積が
想定より厚く、掘削、

改良、残土処分量が増
となったことに伴う工
事費の増及び工期の延

伸 
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令和４年度公共事業評価監視委員会
再評価地区

県営クリーク防災機能保全対策事業

大詫間地区

再評価実施後５年間が経過する前に
工期延長及び事業費増額を行う事業

おおだくま

県営クリーク防災機能保全対策事業
大詫間地区

県営クリーク防災機能保全対策事業
大詫間地区

位置図
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背景と目的①
クリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、大雨時は洪水を

一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減する洪水調節機能など、
多面的機能を有している。

ほ場整備等により造成されたクリーク（土水路）

佐賀平野の河川や有明海は、
潮位の影響が大きく、排水
が可能となる干潮まで、ク
リークでの一時的な貯留
（洪水調節）により地域の
湛水被害を軽減

背景と目的②
【現状】
多くのクリーク（土水路）は、経年変化や水位変動によ

り、法面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積。

【課題】
・営農作業や隣接道路の通行が危険な状態
・貯水・送水機能及び洪水調節機能が低下
（機能低下による危険性の高まり）

【事業の目的】
水位変動に耐えうる護岸整備により、クリークの機能

回復を図り、営農等の安全性と周辺地域の安全安心な
生活を確保

波力の作用

風

水田

水
路

水位変動の繰り返し

水田

水
路

大雨時の湛水状況

崩壊した土が堆積
（＝貯留容量の減）

↓
常時、水位を高く管理

法面崩壊のメカニズム

水田

水路

法面の崩落状況
（トラクターの転落）

法面の浸食、崩落状況
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事業地区の概要

事業の進捗状況

令和３年度まで 令和４年度 令和５年度以降

事業費（億円） 16.5 0.9(0.2) 0.7

進捗率（％） 91.4 96.2 100.0

（ ）は国補正でR3までの内数

前回再評価（令和３年度） 今回

事業費 1,749,200千円 1,808,700千円

工期 平成24年度～令和５年度 平成24年度～令和６年度

受益面積 471.0ha 471.0ha

受益者数 161戸 161戸

事業内容 ・クリーク法面の護岸
(木柵工) L=24,448m

・堆積土の浚渫

・クリーク法面の護岸
(木柵工) L=24,448m

・堆積土の浚渫

費用対効果 1.4 1.4

再評価理由

○水路内の土砂堆積が想定より厚く、掘削、改良、残土処分量
が増となったことに伴う工事費の増及び工期の延伸

（当初）

（変更）

（1号幹線用排水路土砂堆積状況）
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実施状況

【整備前】

【整備後】

【湛水状況】

【標準断面図】

県産杉材利用

20号用排水路

1号幹線用排水路

令和３年度迄

令和４年度

令和５年度以降

受益地界

国営整備水路

凡　　　　例

関連事業(国営筑後川下流右岸地区)

県営整備水路

国営整備水路

受益地界

凡　　　　例

【国営と県営の区分イメージ】

【整備後】
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社会経済情勢等の変化

・受益面積は、変更なし
【再評価時】471.0ha ➡ 【現在】471.0ha

費用対効果

総便益（Ｂ）２２，３３１百万円
総費用（Ｃ）１５，９２５百万円

≒１.４

総費用総便益比

B/Cは1.0を上回っている。

○総便益（Ｂ）：事業を行うことによって発現する効果額
（内訳）

○作物生産効果
〇営農経費節減効果
○維持管理費節減効果
○災害防止効果
○国産農産物安定供給効果

○総費用（Ｃ）：当該事業及び関連事業の建設事業費＋
事業期間及び ４０年間に要する維持管理費
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コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）
・浚渫土は盛土として流用し、現場外への搬出

（残土処分）は最小限にとどめる。

・木柵工による護岸整備を採用することで、県内
間伐材の有効活用を図る。

（代替案の検討）
特になし

対応方針
・大詫間地区は、クリークの護岸整備により、湛水被害の防止、
営農作業や隣接する道路の通行の安全性の向上を図る事業であ
る。
・費用対効果についても、B/C1.0以上(B/C=1.4)が確保されて
いる事業である。
・事業進捗率は事業費ベースで約91％［約16.5億円/約18.1億
円］（令和３年度末）となっている。
・地元土地改良区も早期の完了を望まれており、今後の円滑な
事業実施が可能である。
・よって、当該事業の完成に向けて、事業を継続したい。
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